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小小規規模模多多機機能能ホホーームム  

宮宮内内温温泉泉湯湯治治のの館館ひひままわわりり  

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小規模多機能型居宅介護」とは、 

住み慣れたご自宅や地域において、在宅生活を支えるため「通い」を中心とした地域密着型サービ

スで、利用者様に状態や希望などに応じ、｢泊まり｣や施設での「顔なじみ」スタッフによる「訪問」

を組み合わせて継続した支援を提供いたします。 

利用対象者：介護保険の要介護認定を受けておられる方 

 

地下水には温泉成分（冷泉） 
足を温めることで、日頃のストレスを解消
することができます。足をお湯につけて、
温める事により、血流を促し、全身の血行
を良くします。また、冷え性解消法にもな
ります。 足湯 

 



 

 

柔軟なサービス形態 

－利用者様の思いや希望を受止め、その方法を熟慮し、柔軟にサービスの形を変化させます。 

ご家庭の生活スタイルを重視したサービスを提供 

－サービスの基本は日中の「通い」ですが、ご本人の状態やご家族の状況に合わせて、「泊まり」

や「訪問」を組み合わせながら継続した支援をおこないます。 

地域との繋がりを尊重 

－ご本人の役割や、地域の方々とこれまで築いてこられた大切な関係を継続しながら、ご家族も

含めた地域社会との密接な繋がりを尊重したサービスの調整を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  料 金 表               2019.10～ 

（1）基 本 料 金 （２）加 算 

要介護状態区分 １月につき ※初期加算：登録から３０日間に限って、１日につき３０円が加算されます。 

※認知症加算（Ⅰ）：１月につき 800 円が加算されます。 

※認知症加算（Ⅱ）：１月につき５00 円が加算されます。 

※看護職員配置加算（Ⅰ）：１月につき 900 円が加算されます。 

※看護職員配置加算（Ⅱ）：１月につき 700 円が加算されます。 

※看護職員配置加算（Ⅲ）：１月につき 480 円が加算されます。 

※サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ：１月につき 640 円が加算されます。 

※介護職員処遇改善加算（Ⅲ）：算定した単位数の４.1％ 

※介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）：算定した単位数の１.２％ 

要支援１ ３，４１８円 

要支援２ ６，９０８円 

要介護１ １０，３６４円 

要介護２ １５，２３２円 

要介護３ ２２，１５７円 （３）その他の料金 

要介護４ ２４，４５４円 宿 泊 ２，０００円 

要介護５ ２６，９６４円 食 材 料 費 朝食 500 円、昼食 600 円、夕食 600 円 

所 在 地：広島県廿日市市宮内4215-1 

ＴＥＬ：０８２９－３０－６０７２ 

ＦＡＸ：０８２９－３８－２３０３ 

利用定員：登録25名（通い12名・泊まり6名） 

介護保険事業所番号：３４９２７０００９５ 

開設年月日：平成２２年４月１日 

E-mail : miyauchi-onsen＠miyauchi.or.jp  

http://www.miyauchi.or.jp 

在宅生活を２４時間３６５日支えます！ 

ご相談、見学等についてお気軽にお問合せください。 

※ 地域区分（７級地）により、合計金額に 1.017 を乗じた金額が自己負担額となります。 

 

 

※ 保険給付の自己負担額について、介護保険負担割合証が 2 割の方は上記金額が 2 倍となり、3 割の方は上記金額が 3 倍となります。 

 


